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■ 特定健診を受けられる医療機関が拡大します！ ■ 
特定健診（南部町国民健康保険にご加入の４０～７４歳の方が対象）は、町内だけでなく下記の医療機関で

も受けることができます。 

受診を希望される方は、医療機関に直接電話で予約してください。 

 

【健診期間】６月１日から１２月３１日まで 

 

※がん検診、基本健診、高齢者健診は対象外です。 

医療機関名 住所 電話番号 所在市町村 

武田医院 西伯郡伯耆町溝口 266-3 0859-62-1098 伯耆町 

飛田医院 西伯郡伯耆町溝口 243-2 0859-62-1023 伯耆町 

医療法人萌生会 伯耆中央病院 西伯郡伯耆町長山 152-1 0859-62-1212 伯耆町 

しらいし内科クリニック 西伯郡日吉津村富吉 1139-1 0859-27-0149 日吉津村 

 

【問い合わせ先】 健康福祉課 ☎６６－５５２４、町民生活課 ☎６６－３１１６ 

■ ひとり親家庭の職業訓練支援制度のご案内 ■ 
南部町では、ひとり親家庭のお母さん、またはお父さんを対象に、技能習得と自立支援をサポートするた

め、次の２つの支援制度を実施しています。事前の申請や相談が必要ですので、お気軽にお問い合わせくだ

さい。 

 

① 自立支援教育訓練給付金 

（内 容） 介護福祉士、医療事務など専門性の高い講座（雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定教

育訓練講座など）を受講した場合、要綱に定めるところにより給付金を支給しています。

なお、受講前の事前登録が必要になります。 

（支給額） ○雇用保険制度の一般教育訓練給付金の支給を受けることができない方 

…受講に要した経費の６０%（下限：１万２千円 上限：２０万円） 

○雇用保険制度の一般教育訓練給付金の支給を受けることができる方 

…上記の額から雇用保険制度で支給される一般教育訓練給付金の額を差し引いた額 

 

② 高等職業訓練促進給付金 

（内 容） 看護師、保育士など定められた専門的な国家資格の取得のため、１年以上養成機関で修業

される場合に、一定の要件を満たせば、給付金を支給しています。 

（支給額） ○市町村民税非課税世帯…月額１０万円 

○市町村民税課税世帯…月額７万５００円 

 

※①、②の給付金の対象者は、ともに児童扶養手当を受けている方、または同様の所得水準にある方に 

限ります。 

 

【問い合わせ先】 福祉事務所 ☎ ６６－５５２２ 

■ 南部町減塩推進事業のキャッチコピーを募集します ■ 
平成２９年度に行った南部町食生活アンケートより、２０代～７０代の男性・女性ともに塩分摂取が多い現

状にあることが分かりました。 

県平均と比べて男性は約５g・女性は約３g多く塩分をとっています。塩分摂取が多いことにより、さまざま

な生活習慣病を発症するおそれがあることから、町全体で減塩を推進していきたいと思います。この活動につ

いて町民の皆様に慣れ親しんでいただけるようキャッチコピーを募集します。 

 

【 募 集 内 容 】 うす味をすすめるキャッチコピー 

【 応 募 方 法 】 下記のいずれかの方法で申し込みください。 

●南部町減塩推進事業のキャッチコピー応募用紙を提出 

下記に必要事項を記載の上、ファックス又は各庁舎の応募箱に入れてください。 

●とっとり電子申請サービスによる申し込み 

添付の QRコードよりアクセスし、必要事項を入力してお申し込みください。 

 

【 応 募 対 象 】 町内にお住まいの方又は町内に勤務されている方  

【 応 募 締 切 】 ６月２１日(金)    

【応募箱設置場所】 町民生活課（法勝寺庁舎、天萬庁舎） 

健康福祉課（健康管理センターすこやか）  

【 町 長 表 彰 】 ●最優秀賞 1名 ●優秀賞 １名   

【問い合わせ先】 健康福祉課 担当：村上・加藤 

  ☎６６－５５２４ FAX６６－５５２３ 
しょうからくん 
（しお味が大好き）  

南部町減塩推進事業キャッチコピー応募用紙 （直接提出、FAX用） 

 

■ ふれあいチャリティー芸能大会の出演者を募集します ■ 
 文化・芸能活動の拡充や生涯学習の実践発表の場として毎年行っている「ふれあいチャリティー芸能大会」

の出演者を募集しています。 

芸能大会で集まった募金は、町内の小中学校に寄付しています。 

一緒に芸能大会を盛り上げませんか。 

≪ふれあいチャリティー芸能大会≫ 

【 期 日 】 ７月６日（土） 午後１時開演 ４時３０分終了予定 

【 場 所 】 総合福祉センターいこい荘（南部町浅井） 

【 申 込 方 法 】 南部町ホームページまたは南部町公民館（天萬庁舎内）及びさいはく分館に設置の 

チラシでお申し込みください。 

【申込締切り】 ５月３１日（金） 

【問い合わせ先】 南部町公民館 担当：中前 ☎６４－３７８２ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 令和元年度 就労支援パソコン講座（中級）のご案内 ■ 
 ひとり親家庭の母親、父親及び寡婦を対象にパソコン講座（中級）が開催されます。中級コースは、エク

セルに関する資格を取得するための知識や技術を習得することを目指した内容などとなっています。また、

就労に役立つ職務経歴書の書き方、面接でのノウハウ等の説明も行います。就労に役立てたい、今の仕事の

スキルアップを図りたいという方は是非お申込みください。 

 

【 日 程 】 ９月１０日～１０月３１日（全１５回） 午後６時３０分～（２時間） 

【 会 場 】 株式会社スペック 米子市灘町 3丁目 148－44 （東・中部会場あり） 

【 費 用 】 受講料無料 

＊中級テキスト代は、４，０００円程度で個人負担です。 

＊中級テキスト代は、初級から連続して参加される方は２，０００円程度に軽減されます。 

＊検定試験を受験される場合の試験費用は個人負担です。 

【 申 込 期 限 】 ８月１７日（土）必着（定員は２０名） 

【 申 込 先 】 鳥取県母子寡婦福祉連合会（ファクシミリ等でお申込みください） 

   ※開催案内及び参加申込書は、福祉事務所（健康管理センターすこやか内）にあります。 

【問い合わせ先】 福祉事務所 ☎ ６６－５５２２ 

■ 介護をされている「家族のつどい」開催のお知らせ ■ 
認知症の方の介護をしている家族のつどいを開催します。介護についての日頃の思いを話し合い、仲

間づくりやリフレッシュをする会です。 

毎月「認知症の人と家族の会」より相談員が来られ、認知症について勉強をしたり、介護についての

相談・助言を受けることができます。 

※参加申し込みは不要です。男性介護者の方も是非ご参加ください。 

 

【 日 時 】 ６月２１日（金） 午前１０時～正午 

        ※途中からのご参加や退席も可能です。ご都合に合わせてご参加ください。

【 場 所 】 健康管理センターすこやか 

【 参 加 費 】 １００円（茶菓代） 

【問い合わせ先】 南部地域包括支援センター（健康福祉課） ☎ ６６－５５２４ 

■ 「米やカフェ」開催のお知らせ ■ 
介護にかかわる方々のほか、地域の方々どなたでも自由に参加できる集いの場「認知症カフェ」を開

催します。介護についての個別相談もできます。 

お気軽にお立ち寄りいただき、飲み物やお菓子などお楽しみいただけます。 

※参加申し込みは不要です。 

 

【 日 時 】 ６月１８日（火） 午前９時３０分～１１時３０分 

        ※ご都合に合わせてご参加ください。 

【 場 所 】 えん処 米や （法勝寺旧道 法勝寺駐在所隣） 

【 参 加 費 】 １００円（茶菓代） 

【 内 容 】 ６月のイベントとして、「本笹巻作り」を予定しています。 

【 そ の 他 】 この「米やカフェ」は、ボランティアで運営されています。 

        一緒にボランティアしていただける方も募集しています。 

【問い合わせ先】 南部地域包括支援センター（健康福祉課） ☎ ６６－５５２４ 

■ 真空凍結乾燥機（フリーズドライ機）の使用説明会 ■ 
農産物加工施設「めぐみの里」に野菜や果物等を凍結して乾燥させる真空凍結乾燥機（フリーズドラ

イ機）が導入されました。 

使用方法等の説明会を以下の日程で開催します。 

ぜひご参加ください。 

 

【 日 時 】 ６月５日（水） 午前１０時 

【 場 所 】 地域農産物加工施設 めぐみの里 

【問い合わせ先】 （公社）青年海外協力協会 南部事務所  ☎３６－８０１０ 

■ ふしめ歯科検診のお知らせ ■ 
 南部町では今年度から、ふしめ歯科検診（歯周病検診）を実施します。 

50代後半以降の方が歯を失う最も大きな原因は歯周病です。歯周病は自覚症状に乏しいため、気づかない

うちに進行してしまうことが多くあります。 

歯周病は予防でき、治療も可能です。いくつになっても自分の歯でおいしくごはんを食べるために、ぜひ

この機会にご自身の歯と口腔内の健康状態を確認し、歯周病予防に役立てていただきますようお知らせしま

す。 

 

【 対 象 者 】 令和元年度内に４０歳、５０歳、６０歳、７０歳になる方で、 

健康福祉課に申込みをされた方 

         ※後日、対象となる方へご案内のハガキを郵送いたします。 

【 検 診 期 間 】 ７月１日～１２月末 

【 検 診 内 容 】 ①問診 ②歯周組織検査 

【自己負担額】  

対象者 自己負担額 

４０、５０、６０歳の方 ５００円 

７０歳の方 ２００円 

 ※ただし、生活保護世帯の方は無料 

【 申 込 期 間 】 ６月１５日～１０月３０日 

      

【問い合わせ先】 健康福祉課 担当：松田・田中 ☎６６－５５２４ FAX６６－５５２３ 

■ 6 月上旬頃、町内でホタルの季節をむかえます ■ 
今年も南部町ホームページで「金田川ホタルの里」最新情報を発信します。ホタルの観賞時間は夕方

から夜間ですので、下記のマナーを守って観賞してください。 

 

≪ホタル観賞のマナー≫ 

１ ホタルを採らないでください。 

２ ホタルの観賞は、夕方から深夜にかけての時間帯となります。車で走り回ったり、大きな声で 

騒いだりしないでください。 

３ ごみは持ち帰るようにお願いします。 

４ 自家用車で来られた場合は、停車中はエンジンを切るようにしてください。 

５ ホタルは光でコミュニケーションを図る昆虫です。懐中電灯や車のライトをホタルに向けないで

ください。また、ストロボを焚いての写真撮影もご遠慮ください。 

 

今年も無料で金田川ほたるバスを運行します。（皆生温泉便・予約不要／米子駅便・要予約） 

詳しい運行スケジュールは、南部町観光協会（☎３０－４８２２）までお問い合わせください。 

 

【問い合わせ先】 企画政策課 ☎６６－３１１３ 


